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青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
旧
対
照
表

新

条

文

旧

条

文

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

略

第
一
章
～
第
七
章

略

第
八
章

環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
の
特
例

第
八
章

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
八

条
・
第
三
十
九
条
）

第
一
節

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
八

条
・
第
三
十
九
条
）

第
二
節

認
定
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業

に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
条
）

第
九
章

環
境
影
響
評
価
法
の
対
象
事
業
等
に
係
る
手
続
（
第
四
十
一
条

第
四

第
九
章

環
境
影
響
評
価
法
の
対
象
事
業
等
に
係
る
手
続
（
第
四
十
条

第
四
十

｜

｜

十
六
条
）

五
条
）

第
十
章

雑
則
（
第
四
十
七
条

第
五
十
二
条
）

第
十
章

雑
則
（
第
四
十
六
条

第
五
十
条
）

｜

｜

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

こ
の
条
例
（
第
四
十
三
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
対
象
事
業
」
と
は
、
第
一

４

こ
の
条
例
（
第
四
十
二
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
対
象
事
業
」
と
は
、
第
一

種
事
業
又
は
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
第
二
種
事
業
（
同
条
第

種
事
業
又
は
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
第
二
種
事
業
（
同
条
第

四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
措

四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
措
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置
が
と
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

置
が
と
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

５

こ
の
条
例
（
次
条
、
第
七
章
、
第
四
十
二
条
第
六
項
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項

５

こ
の
条
例
（
次
条
、
第
七
章
、
第
四
十
一
条
第
六
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項

を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
対
象
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
対
象
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

（
委
託
に
係
る
対
象
事
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
）
を
い

（
委
託
に
係
る
対
象
事
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
）
を
い

う
。

う
。

（
準
備
書
の
作
成
）

（
準
備
書
の
作
成
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を

第
十
四
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を

行
っ
た
後
、
当
該
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の

行
っ
た
後
、
当
該
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の

意
見
を
聴
く
た
め
の
準
備
と
し
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
結
果

意
見
を
聴
く
た
め
の
準
備
と
し
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
結
果

に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
（
第
四
十
二
条
第

に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
（
第
四
十
一
条
第

八
項
を
除
き
、
以
下
「
準
備
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
項
を
除
き
、
以
下
「
準
備
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

略

一
～
八

略

２

略

２

略

（
準
備
書
の
提
出
等
）

（
準
備
書
の
提
出
等
）

第
十
五
条

事
業
者
は
、
準
備
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
準
備
書
及
び
こ
れ
を
要
約

第
十
五
条

事
業
者
は
、
準
備
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
準
備
書
及
び
こ
れ
を
要
約

し
た
書
類
（
次
条
に
お
い
て
「
要
約
書
」
と
い
う
。
）
を
、
知
事
に
提
出
す
る
と

し
た
書
類
（
次
条
に
お
い
て
「
要
約
書
」
と
い
う
。
）
を
、
知
事
に
提
出
す
る
と

と
も
に
、
第
六
条
の
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響

と
も
に
、
第
六
条
の
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響

を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
（
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一

を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
（
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一

項
の
意
見
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
鑑

項
の
意
見
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
鑑

み
第
六
条
の
地
域
に
追
加
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
含
む
。
第
四
十
四

み
第
六
条
の
地
域
に
追
加
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
含
む
。
第
四
十
三

条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
「
関
係
地
域
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の

条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
「
関
係
地
域
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の

区
域
内
に
あ
る
市
町
村
（
以
下
「
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
送
付
し

区
域
内
に
あ
る
市
町
村
（
以
下
「
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
送
付
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
書
の
作
成
）

（
評
価
書
の
作
成
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
は
当
該
環
境
影
響
評
価
及
び
準
備
書
に
係

よ
る
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
は
当
該
環
境
影
響
評
価
及
び
準
備
書
に
係

る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
を
行
わ
な

る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
を
行
わ
な

か
っ
た
場
合
に
は
準
備
書
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

か
っ
た
場
合
に
は
準
備
書
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評
価
書
（
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一

項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評
価
書
（
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一

項
を
除
き
、
以
下
「
評
価
書
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作

項
を
除
き
、
以
下
「
評
価
書
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

略

一
～
四

略

（
工
事
の
着
手
及
び
完
了
の
届
出
）

（
工
事
の
着
手
及
び
完
了
の
届
出
）

第
三
十
五
条

事
業
者
（
対
象
事
業
を
実
施
す
る
者
（
委
託
に
係
る
対
象
事
業
に

第
三
十
五
条

事
業
者
（
対
象
事
業
を
実
施
す
る
者
（
委
託
に
係
る
対
象
事
業
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
を
す
る
者
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
四
十
七
条
第

あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
を
す
る
者
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
四
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
対
象
事
業
の
工
事
に
着
手
し
た
と
き
、
又
は
対
象

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
対
象
事
業
の
工
事
に
着
手
し
た
と
き
、
又
は
対
象

事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
旨
を
、
知
事
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ

り
、
そ
の
旨
を
、
知
事
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

第
八
章

環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
の
特
例

第
八
章

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
特
例

第
一
節

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
特
例

第
三
十
八
条

略

第
三
十
八
条

略

第
二
節

認
定
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
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事
業
に
関
す
る
特
例

第
四
十
条

選
定
事
業
者
（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す

る
選
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
認
定
公
募
占
用
計
画
（
同
法
第

二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
公
募
占
用
計
画
を
い
う
。
）
に
係
る
海
洋
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
選
定
事
業
者

に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
選
定
事
業
者
に
関
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
五

条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第

二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。第

十
二
条
第
一

第
十
条
第
一
項
の

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

項

意
見
を
勘
案
す
る

備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

と
と
も
に
、
第
八

十
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
整

条
第
一
項
の
意
見

備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一

に
配
意
し
て
第
五

項
の
海
洋
環
境
等
調
査
方
法
書
に
記

条
第
一
項
第
四
号

載
さ
れ
た
整
備
法
第
十
条
第
四
項
の

に
掲
げ
る
事
項
に

海
洋
環
境
等
調
査
の
項
目
及
び
手
法

検
討
を
加
え

並
び
に
当
該
項
目
及
び
手
法
を
選
定

し
た
理
由
並
び
に
当
該
海
洋
環
境
等
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調
査
の
結
果
を
考
慮
し
て

第
十
五
条

第
八
条
第
一
項
及

整
備
法
第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
七

び
第
十
条
第
一
項

項
の
環
境
保
全
意
見

の
意
見

第
六
条
の
地
域

整
備
法
第
十
一
条
第
六
項
の
地
域

第
二
十
二
条
第

同
条
か
ら
第
十
条

第
十
二
条

一
項
第
一
号

ま
で
及
び
第
十
二

条

第
二
十
七
条
、

第
七
条

第
十
六
条

第
二
十
八
条
第

一
項
及
び
第
二

十
九
条
第
一
項

第
二
十
七
条

第
五
条
か
ら
第
十

第
十
二
条

条
ま
で
及
び
第
十

二
条

第
九
章

略

第
九
章

略

第
四
十
一
条
～
第
四
十
六
条

略

第
四
十
条
～
第
四
十
五
条

略

第
十
章

略

第
十
章

略

第
四
十
七
条

略

第
四
十
六
条

略

（
勧
告
）

（
勧
告
）

第
四
十
八
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
書
面
に

第
四
十
七
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
書
面
に
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よ
り
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
応
じ

四

第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
応
じ

な
い
者

な
い
者

（
公
表
）

（
公
表
）

第
四
十
九
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

第
四
十
八
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
状
況
把
握
措
置
報
告
書
を
作
成
し

六

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
状
況
把
握
措
置
報
告
書
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
当
該
環
境
状
況
把
握
措
置
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
当
該
環
境
状
況
把
握
措
置
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
を

し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

七

第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
又
は
調
査
に

七

第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
又
は
調
査
に

つ
い
て
の
協
力
の
要
請
を
受
け
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
要
求
又
は
要

つ
い
て
の
協
力
の
要
請
を
受
け
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
要
求
又
は
要

請
に
応
じ
な
い
と
き
。

請
に
応
じ
な
い
と
き
。

八

第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
を
受
け
た
者

八

第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
を
受
け
た
者

が
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

が
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

九

略

九

略

２

略

２

略

（
環
境
影
響
評
価
に
係
る
書
類
等
の
公
開
）

第
五
十
条

知
事
は
、
事
業
者
又
は
都
市
計
画
決
定
権
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手

続
を
経
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
則
で
定
め
る
期

間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
が
で
き



－ 7 －

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
書
類
を
作
成
し
た
事
業
者
又

は
都
市
計
画
決
定
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
条
（
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
公
表
を
行
う
場
合
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
方
法
書

二

第
十
六
条
（
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
第
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
場
合
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
準
備
書

三

第
二
十
六
条
（
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
第
二
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
場
合
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
評
価
書

四

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
事
後
調
査

等
報
告
書

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
五
十
一
条

第
二
章
か
ら
第
九
章
ま
で
及
び
第
四
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

第
四
十
九
条

第
二
章
か
ら
第
九
章
ま
で
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
四

略

一
～
四

略

第
五
十
二
条

略

第
五
十
条

略


